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諮問番号：令和７年度諮問第３３号 

答申番号：令和７年度答申第４７号 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論  

 

 〇〇〇長（以下「処分庁」という。）が、令和６年４月１日付けで審査請求人

に対して行った生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）

第６３条に基づく費用返還決定処分（以下「本件処分１」という。）及び法第７

７条の２に基づく徴収金決定処分（以下「本件処分２」といい、本件処分１と併

せて「本件各処分」という。）の取消しを求める審査請求（以下「本件審査請求」

という。）は、棄却すべきである。 

 

第２ 審査関係人等の主張の要旨 

 

１ 審査請求人  

生活保護受給中に障害年金の受給を勧めたのは処分庁であり、障害者手帳を

持つ審査請求人に対し、生活保護を受給しながら障害年金を受給することにつ

いてのきちんとした説明がなかった。 

受給した遡及年金は債務の返済に充てており、手元に現金が残っていないた

め返金はできない。分納とも言われたが、そのことも審査請求人にとっては精

神的な負担となる。 

また、年金を生活に必要なものの購入に充ててもよいと聞いていたが、自立

更生経費が認められないことも不服である。 

さらに、返還金について、強制徴収債権と通知されて驚いた。 

以上のことから、本件各処分の取消しを求める。 

 

２ 審査庁 

本件審査請求は棄却すべきである。 

 

第３ 審理員意見書の要旨  

 

１ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は棄却されるべきである。 

 

２ 審理員意見書の理由 
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（１）法第６３条の解釈と運用について 
法第６３条は、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を

受けた被保護者に対して、その受けた保護金品に相当する金額の全額の返

還を一律に義務付けるのではなく、その金額の範囲内において保護の実施

機関の定める額の返還を義務付けるにとどまるものである。 
これは、全額を一律に返還させたのでは、最低限度の生活の保障の趣旨

に実質的に反するおそれや、その自立を阻害することとなるおそれがある

ことから、金額の決定を保護の実施機関の合理的な裁量に委ねたものと解

される。 
したがって、保護の実施機関は、法第６３条に基づく返還決定を行うに

あたって、以上のような同条の趣旨に従い、被保護者の資産や収入の状況、

受けた保護金品の使用の状況、その生活実態、当該地域の実情等の諸事情

を調査して、これらを踏まえ、返還決定が被保護者の最低生活及び自立に

もたらす影響等を考慮したうえで、個々の場合に返還を求める金額の決定

について適切に裁量を行使しなければならない（福岡地方裁判所平成２６

年３月１１日判決（平４（行ウ）２２号）・賃金と社会保障１６１５・１６

１６号１１２頁）及び東京地方裁判所平成２９年２月１日判決（平２７（行

ウ）６２５号）・賃金と社会保障１６８０号３３頁参照）。 
（２）本件についてみると、処分庁は、審査請求人が令和元年１２月分から令

和６年１月分までの障害基礎年金３，２６２，９３１円（以下「本件収入」

という。）を、同年２月１５日に遡及して受給したことから、本件収入か

ら障害年金の裁定請求に係る診断書料２２，０００円を控除した３，２４

０，９３１円について、法第６３条に基づき費用の返還を求める本件処分

１を行うとともに、同額を法第７７条の２に基づき徴収金の対象とする本

件処分２を行ったことが認められる。 
（３）本件処分１について 
  ア 要返還額の決定について 
    生活保護法による保護の実施要領について（昭和３６年４月１日厚生

省発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という。）第８

の３（２）ア（ア）のとおり、年金は収入を得るために必要な経費を除

き、その実際の受給額を収入として認定することとされている。また、

生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて（平成２４年

７月２３日社援保発０７２３第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通

知、以下「平成２４年課長通知」という。）１（１）のとおり、法第６

３条に基づく費用返還については、原則、全額を返還対象とすることと

されている。さらに、生活保護問答集について（平成２１年３月３１日

日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。）
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問１３－６答（１）のとおり、障害基礎年金等が遡及して支給されるこ

ととなった場合、年金受給権が生じた日から法第６３条の返還額決定の

対象となる資力が発生したものとして取り扱うこととなるとされてい

る。 
以下検討すると、①令和元年１１月、審査請求人は、障害基礎年金の

受給権を取得し、令和６年２月１５日、本件収入３，２６２，９３１円

を遡及して受給したこと、②令和５年９月１９日、審査請求人は障害基

礎年金の支給申請のために、〇〇病院（以下「Ａ病院」という。）に対

し診断書料を合計２２，０００円支払ったこと、③処分庁は、前記②の

診断書料２２，０００円を必要経費と認定し、本件処分１における収入

認定額を本件収入額から必要経費を控除した３，２４０，９３１円と決

定したこと、④処分庁は審査請求人に対し令和元年１１月から令和６

年２月までに支弁した保護費３，８４４，９０８円と収入認定額（３，

２４０，９３１円）を比較し、本件処分１における要返還額を３，２４

０，９３１円と決定したことが認められる。 
これらの事実を踏まえると、審査請求人は本件収入の受給権を令和

元年１１月に取得していることから、問答集問１３－６答（１）に照ら

し、審査請求人の本件収入にかかる資力の発生時点は同年同月である

ことが認められる。また、診断書料については本件収入を得るための必

要経費と認定のうえ、本件収入から控除し収入認定した処分庁の判断

は、次官通知第８の３（２）ア（イ）に照らし不合理な点はない。さら

に、本件収入の資力発生時点以降に処分庁が支弁した保護費と収入認

定額を比較し、前者が後者を上回っていることを踏まえ、処分庁が本件

処分１において収入認定額である３，２４０，９３１円を要返還額とす

る旨決定したことについては、平成２４年課長通知１（１）が、原則、

全額を返還対象とするとしていることに照らすと、著しく妥当性を欠

くとはいえず、処分庁の判断に違法又は不当な点は認められない。 
  イ 返還請求額の決定について 
    審査請求人は、本件収入を原資に、審査請求人代理人（以下「代理人」

という。）の知人であるＢ氏（以下「Ｂ氏」という。）からの保護開始前

の借入金を返済したため、手元にはお金はなく、処分庁が当該返済金に

ついて自立更生費として認定できないことに納得できない旨主張する。 
この点について、平成２４年課長通知１（２）のとおり、遡及して受

給した年金収入にかかる自立更生費等の取扱いにあたっては、保護の

実施機関は、被保護世帯が年金の裁定請求を行うに当たり遡及して年

金を受給した場合は、①資力の発生時点によっては法第６３条に基づ

く費用返還の必要が生じること、②当該費用返還額は原則として全額
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となること、③真にやむを得ない理由により控除を認める場合がある

が、事前に保護の実施機関に相談することが必要であり、事後の相談は、

傷病や疾病などの健康上の理由や災害など本人の責めによらないやむ

を得ない事由がない限り認められないことを説明することとされてい

る。また、原則として遡及受給した年金収入は全額返還対象となる趣旨

を踏まえ、当該世帯から事前に相談のあった、真にやむを得ない理由に

より控除する費用については、保護の実施機関として慎重に必要性を

検討することとされている。また、問答集問８－９５答のとおり、過去

の債務を返還額から控除することについては、保護を受ける以前にお

ける個々人によって異なる程度によって営まれてきた生活を法によっ

て保障することとなり、保護を要する状態に立ち至ったときから将来

に向かってその最低限度の生活の維持を保障せんとする法の目的から

逸脱することになるため、認められないとされている。 
以下検討すると、①平成２９年２月１０日、Ｂ氏は審査請求人に３，

５００，０００円を貸し付ける旨の金銭消費貸借契約を締結したこと、

②令和５年１１月３０日、処分庁は、審査請求人に対し、年金を遡及受

給した場合はそれまでに支弁した保護費を上限として、原則全額返還

対象となることを説明したこと、③令和６年２月１５日、審査請求人は

本件収入を遡及受給し、その内３，１３０，４３１円を前記①の金銭消

費貸借契約の一部弁済として、同日Ｂ氏に支払ったこと、④同年３月４

日、処分庁は、代理人から本件収入を審査請求人の保護開始前の借金の

返済に充てたことを聞き取ったこと、⑤同月２１日、処分庁は、ケース

診断会議を開催し、前記④の申出を受け、過去の借入金の返済に充てた

金銭は自立更生費として認められないことを決定したこと、⑥同年４

月１日、処分庁は、要返還額全額を返還請求額とする本件処分１を行っ

たことが認められる。 
これらのことからすると、審査請求人は、本件収入を受領した日に、

本件収入を保護開始前に生じた借入金の返済に充てたことが認められ

ることから、問答集問８－９５答に照らし、審査請求人が受領した本件

収入のうち、保護開始前の借金の返済に充てた額を要返還額から控除

しないこととした処分庁の判断に誤りがあるとは認められず、審査請

求人の主張は採用できない。 
（４）本件処分２について 

生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号。以下「施行規則」

という。）第２２条の３のとおり、保護の実施機関の責めに帰すべき事由

によって、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付

が行われたために、被保護者が資力を有することとなったときは、法第７
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７条の２第１項に基づき徴収することは適当でないとされている。ここ

で、実施機関の責めに帰すべき事由とは、生活保護行政を適正に運営する

ための手引について（平成１８年３月３０日社援保発０３３０００１号

厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「手引」という。）Ⅳ３のと

おり、被保護者から適時に収入申告書等が提出されていたにもかかわら

ずこれを保護費の算定に適時に反映できなかった場合、保護の実施機関

が実施要領等に定められた調査を適切に行わなかったことにより保護の

程度の決定を誤った場合等であるとされている。 
これを本件について検討すると、①令和５年１１月３０日、処分庁は審

査請求人に対し、障害基礎年金の裁定通知が届けば速やかに処分庁へ報

告するよう伝えたこと、②令和６年３月４日、処分庁は、本件収入の受給

について、審査請求人及び代理人に電話で確認をとり、必要書類を提示

し、経過をケースワーカーに説明するよう伝えたこと、③処分庁は同年４

月１日付けの本件処分２を行ったことが認められる。 
これらのことからすると、処分庁は、審査請求人に対し、本件収入の受

給の事実を証する書類の提示を促したうえで、受給の事実を捕捉した月

の翌月に本件処分２を行っていることが認められるため、保護費の算定

に適時に反映したものといえる。また、本件処分２において、処分庁が調

査を適切に行わなかったことにより保護の程度の決定を誤った事情は、

本件事件記録からは認められない。したがって、本件処分２に至る状況を

考慮すれば、施行規則第２２条の３及び手引Ⅳ３に照らし、「法第７７条

の２第１項の徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定め

るとき」には該当する事実は認められず、本件処分２において法第７７条

の２第１項を適用した処分庁の判断に不合理な点は認められない。 
（５）以上を踏まえると、処分庁が行った本件処分１及び本件処分２に違法又

は不当な点は認められない。 
（６）他に本件各処分に違法又は不当な点は認められず、本件審査請求には理

由がないことから、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第４５条

第２項の規定により、棄却されるべきである。 
 

第４ 調査審議の経過 

 

 令和７年１２月 １日 諮問の受付 

令和７年１２月 ３日 審査関係人に対する主張書面等の提出期限通知 

主張書面等の提出期限：１２月１７日（提出：１２

月１４日付け） 

口頭意見陳述申立期限：１２月１７日（申立：１２
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月１４日付け） 

令和８年 １月３０日 第１回審議 

令和８年 ２月２０日 口頭意見陳述・第２回審議 

令和８年 ３月２６日 第３回審議 

 

第５ 審査会の判断  

  

１ 法令等の規定 

（１）法第４条は、生活保護制度の基本原理の一つである「保護の補足性」につ

いて規定しているが、その第１項において「保護は、生活に困窮する者が、

その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維

持のために活用することを要件として行われる。」と定めている。また、法

第５条は、「（前略）この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてさ

れなければならない。」と定めている。 

（２）法第６３条は、「費用返還義務」について規定しており、「被保護者が、急

迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護

に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受

けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額

を返還しなければならない。」と定めている。 

（３）法第７７条の２第１項は、「急迫の場合等において資力があるにもかかわ

らず、保護を受けた者があるとき（徴収することが適当でないときとして厚

生労働省令で定めるときを除く。）は、保護に要する費用を支弁した都道府

県又は市町村の長は、第６３条の保護の実施機関の定める額の全部又は一

部をその者から徴収することができる。」と定めている。 

（４）施行規則第２２条の３は、「法第７７条の２第１項の徴収することが適当

でないときとして厚生労働省令で定めるときは、保護の実施機関の責めに

帰すべき事由によつて、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護

金品の交付が行われたために、被保護者が資力を有することとなつたとき

とする。」と定めている。 

（５）次官通知第８の３（２）ア（ア）は「恩給、年金、失業保険金その他の公

の給付（地方公共団体又はその長が条例又は予算措置により定期的に支給

する金銭を含む。）については、その実際の受給額を認定すること。（後略）」

と、同（イ）は「（ア）の収入を得るために必要な経費として、交通費、所

得税、郵便料等を要する場合又は受給資格の証明のために必要とした費用

がある場合は、その実際必要額を認定すること。」と記している。 

なお、次官通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の９

第１項及び第３項の規定による処理基準である。 
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（６）平成２４年課長通知１（１）柱書は、法第６３条に基づく費用返還の取扱

いに係る返還対象額について、「法第６３条に基づく費用返還については、

原則、全額を返還対象とすること。ただし、全額を返還対象とすることによ

って当該被保護世帯の自立が著しく阻害されると認められる場合は、次に

定める範囲の額を返還額から控除して差し支えない。（後略）」とするととも

に、控除して差し支えない額として①から⑥までの額を定め、その④におい

て、「当該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途に充てられたものであ

って、地域住民との均衡を考慮し、社会通念上容認される程度として保護の

実施機関が認めた額。ただし、以下の使途は自立更生の範囲には含まれない。

（ア）いわゆる浪費した額（当該収入を得たことを保護の実施機関に届け出

ないまま費消した場合を含む）（イ）贈与等により当該世帯以外のために充

てられた額（ウ）保有が容認されない物品等の購入のために充てられた額

（エ）保護開始前の債務に対する弁済のために充てられた額」と記している。

ただし、⑤において、「④にかかわらず、遡及して受給した年金については、

（２）により取扱うこと。」と記している。 

（７）平成２４年課長通知１（２）は、「遡及して受給した年金収入にかかる自

立更生費の取扱いについて」として、「年金を遡及して受給した場合の返還

金から自立更生費等を控除することについては、定期的に支給される年金

の受給額の全額が収入認定されることとの公平性を考慮すると、上記（１）

と同様の考え方で自立更生費等を控除するのではなく、厳格に対応するこ

とが求められる。そのため、遡及して受給した年金収入については、次のよ

うに取扱うこと。（ア）保護の実施機関は、被保護世帯が年金の裁定請求を

行うに当たり遡及して年金を受給した場合は、以下の取扱いを説明してお

くこと。①資力の発生時点によっては法第６３条に基づく費用返還の必要

が生じること②当該費用返還額は原則として全額となること③真にやむを

得ない理由により控除を認める場合があるが、事前に保護の実施機関に相

談することが必要であり、事後の相談は、傷病や疾病などの健康上の理由や

災害など本人の責めによらないやむを得ない事由がない限り認められない

こと（イ）原則として遡及受給した年金収入は全額返還対象となるとした趣

旨を踏まえ、当該世帯から事前に相談のあった、真にやむを得ない理由によ

り控除する費用については、保護の実施機関として慎重に必要性を検討す

ること。（後略）」と記している。 

（８）平成２４年課長通知２は、法第７７条の２に基づく費用徴収決定について、

「法第７７条の２第１項により、保護に要する費用を支弁した都道府県又

は市町村の長は、法第６３条の費用返還額の全部又は一部を徴収金として

徴収することができる。一方で、法第７７条の２第１項及び（中略）〔施行

規則〕（中略）第２２条の３により、「保護の実施機関の責めに帰すべき事由
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によつて、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付が

行われたために、被保護者が資力を有することとなつたとき」は、法第６３

条の費用返還額を法第７７条の２第１項の徴収金として徴収することがで

きず、具体的には、被保護者から適時に収入申告書等が提出されていたにも

かかわらずこれを保護費の算定に適時に反映できなかった場合、保護の実

施機関が実施要領等に定められた調査を適切に行わなかったことにより保

護の程度の決定を誤った場合等が該当する。」と記している。 

（９）問答集問８－９５答は、「保護開始前の借金」について、「過去の債務に対

する弁済金を収入から控除することは認められない。その理由は、もしその

ような措置を認めるならば、保護を受ける以前における個々人によって異

なる程度に営まれてきた生活までも、本法によって保障することとなり、保

護を要する状態に立ち至ったときから将来に向ってその最低限度の生活の

維持を保障せんとする本法の目的から著しく逸脱することになるからであ

る。（後略）」と記している。 

（１０）問答集問１３－６答（１）は、障害基礎年金等が裁定請求の遅れや障害

認定の遅れ等によって遡及して支給されることとなった場合の資力の発生

時点の考え方について、「国民年金法第１８条によると、年金給付の支給は

「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から」支給されることとな

っているが、被保険者の裁定請求が遅れたり、又は裁定に日時を要した場合

には、既往分の年金が一括して支給されることになる。つまり、年金受給権

は、裁定請求の有無にかかわらず、年金支給事由が生じた日に当然に発生し

ていたものとされている。したがって、この場合、年金受給権が生じた日か

ら法第６３条の返還額決定の対象となる資力が発生したものとして取り扱

うこととなる。このように、日本年金機構へ裁定請求した日又は裁定があっ

た日を資力の発生時点として取り扱わないので、受給権が発生しているに

もかかわらず本人が裁定請求を遅らせる等悪意的要素によって資力の発生

時点を変えることはできないこととなる。なお、上記により資力の発生時点

が保護の開始前となる場合でも、返還額決定の対象を開始時以降の支払月

と対応する遡及分の年金額に限定することのないよう留意すること。」と記

している。 

（１１）手引Ⅳ３は、法第７７条の２の適用の判断について、「（前略）法第７７

条の２第１項及び（中略）施行規則（中略）第２２条の３に基づき、法第６

３条の返還金に係る債権が「保護の実施機関の責めに帰すべき事由によつ

て、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付が行われ

たために、被保護者が資力を有することとなつたとき」を原因とするもので

ある場合は、法第７７条の２の規定は適用できず、自ずと当該返還金を保護

金品等から徴収することもできない。実施機関の責めに帰すべき事由は、具
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体的には、被保護者から適時に収入申告書等が提出されていたにもかかわ

らずこれを保護費の算定に適時に反映できなかった場合、保護の実施機関

が実施要領等に定められた調査を適切に行わなかったことにより保護の程

度の決定を誤った場合等であり、取扱いに留意されたい。（後略）」と記して

いる。 

 

２ 認定した事実 

  審査庁から提出された諮問書の添付書類（事件記録）によれば、以下の事実

が認められる。 

（１）平成２９年２月１０日付けで、審査請求人はＢ氏と金３,５００,０００円

を借り受ける金銭消費貸借契約を締結した。当該契約書において、貸付期間

は２０２７（令和９）年２月１０日までの１０年間とされ、利息については、

「営利目的ではないので金利等は発生しない」と記載されていた。 

（２）令和元年１０月２３日付けで、処分庁は審査請求人に対し、法による保護

を開始した。 

（３）令和５年８月１８日、処分庁は、審査請求人及び代理人に対し、障害年金

の裁定請求について説明したところ、裁定請求権があれば請求を行うとの

回答があった。処分庁がかかりつけ医療機関等に確認したところ、受診状況

等証明書の対応が可能であり、審査請求人に裁定請求権があると判断した。 

（４）令和５年９月８日、代理人が処分庁に審査請求人に係る病院の受診状況等

証明書を持参したため、処分庁担当者が国民年金係に同行し、代理人は障害

年金の裁定請求に係る必要書類の説明及び交付を受けた。その際、処分庁は

代理人に対し、障害年金の遡及受給が可能となった場合は法第６３条に基

づく費用返還の対象となることを説明した。 

（５）令和５年９月１９日、審査請求人は、障害年金裁定請求に係る診断書料と

して、計２２，０００円をＡ病院に支払った。 

（６）令和５年１０月３１日、代理人は審査請求人に係る障害基礎年金裁定請求

書類を処分庁の国民年金担当係に提出した。 

（７）令和５年１１月２１日、処分庁はケース診断会議を開催し、障害基礎年金

を遡及受給した場合の取扱いについて検討した結果、遡及受給分について

法第６３条による費用返還の設定を行うこととした。 

（８）令和５年１１月３０日、処分庁は審査請求人宅を訪問し、生活状況・受診

状況等の確認を行うとともに、障害基礎年金を遡及受給した場合の費用返

還設定に係る通知を交付した。当該通知書には、①遡及受給が可能となった

場合の障害基礎年金は資力とみなすこと、②資力が活用可能となった時点

で法第６３条に基づき、当該資力を限度として支給した保護費の全額を返

還対象額とすることが記載されていた。 
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処分庁は、審査請求人が説明に納得できない様子であったため、原則全

額が返還対象となること及び制度等の説明を繰り返し行うとともに、保護

の補足性や収入の認定等についても「生活保護のしおり」を用いて説明し

た。 

（９）令和５年１２月２８日付けの「国民年金・厚生年金保険年金証書」によれ

ば、審査請求人は、令和元年１１月に障害年金の受給権を取得した。また、

令和６年２月６日付けの「年金支払通知書」によれば、審査請求人が同月に

受給する年金額は「３，２６２，９３１円」とされていた。 

（１０）令和６年２月１５日、審査請求人名義の銀行口座に遡及年金３，２６２，

９３１円が振り込まれた。また、同日付けで審査請求人は（１）の借入金の

うち３，１３０，４３１円をＢ氏に銀行振込により返済し、Ｂ氏から同日付

けの「貸付金返済受取書」を受領した。 

（１１）令和６年３月４日、処分庁は、照会により同年２月１５日に障害基礎年

金の遡及受給分が支給されていることを確認したため、代理人に架電した

ところ、受給した遡及年金については、全額〔実際には１３２，５００円の

差額があるが、同日、審査請求人名義の銀行口座から１２５，０００円が引

き出されており、費消されたと思われる。〕を審査請求人の保護開始前の借

入金の返済に充てたとの回答を得た。処分庁は、審査請求人及び代理人に対

し、必要書類を提示の上、経過をケースワーカーに伝えるよう依頼した。 

（１２）令和６年３月２１日、処分庁はケース診断会議を開催し、遡及受給した

年金の取扱いについて再度検討した結果、年金の裁定請求に必要な診断書

料２２，０００円について必要経費として認めること、自立更生費について

は遡及受給した年金のほとんどを保護開始前の借入金の返済に充てた旨聞

き取っていることから認めないことを決定し、３，２４０，９３１円につい

て法第６３条により費用返還を求めることとした。なお、令和元年１１月か

ら令和６年２月までに処分庁が審査請求人に支弁した保護費は３，８４４，

９０８円であった。 

また、審査請求人は債務整理を行っていたが、当該借入金については、当

時、精神的にも身体的にも困難であった際に助けてもらったものであるた

め、いつかは返済するとの思いがあり、また、当時は生活保護の受給も考

えていなかったため、債務整理の対象としなかったとのことであった。 

（１３）令和６年４月１日付けで、処分庁は本件各処分を行った。 

まず、処分庁は、遡及年金受給額３，２６２，９３１円から裁定請求に係

る診断書料２２，０００円を必要経費として控除した残額３，２４０，９

３１円について、法第６３条により費用返還を求める旨の通知を発出した

（本件処分１）。当該通知書には、「費用返還決定額」として「３，２４０，

９３１円」と、「返還決定理由」として、「あなたは、令和６年２月１５日に
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障害基礎年金３，２６２，９３１円を受給しました。そのため、受給した

３，２６２，９３１円のうち、障害基礎年金裁定請求に係る診断書料２２，

０００円を必要経費として控除し、残額３，２４０，９３１円については、

「資力があるにもかかわらず保護を受けた」とする（中略）法第６３条の

規定に該当しますので同法同条に基づき費用返還を決定します。」と記載さ

れていた。 

併せて、処分庁は、同日付けで法第６３条に基づく返還金について、法第

７７条の２に基づき徴収金と決定した旨、審査請求人に対する通知を発出

した（本件処分２）。当該通知書には、「生活保護法第７７条の２に基づき、

下記のとおり費用徴収を決定しましたので、通知します。なお、徴収決定

額については、返還決定額と別に納付を求めるものではなく、当該金額を

国税徴収の例により徴収することができる請求権として決定したもので

す。」と記載されるとともに、「徴収決定額」として「令和６年４月１日付、

〇〇〇第１２号〔本件処分１〕により費用返還決定した３，２４０，９３１

円」と、「徴収決定理由」として「強制徴収債権とするため」と記載されて

いた。 

（１４）令和６年４月１６日、処分庁は審査請求人宅を訪問し、面談を行った。

審査請求人からは、担当ケースワーカーに対し、返還金の話ばかりするため

不信感を抱いており担当を変更してほしい、また、返還すべき金銭が手元に

なくなれば返還する必要はないとの説明を前回の訪問時に受けたとの話が

あった。処分庁は、担当の変更はできないこと、及びそのような説明はして

いないことを伝えるとともに、本件各処分の通知書を手交し、最低生活費の

考え方や収入認定等について説明したが、審査請求人は納得しなかった。 

なお、このとき処分庁は、審査請求人から「国民年金・厚生年金保険年金

証書」、「年金支払通知書」、「年金生活者支援給付金支給決定通知書」、「金

銭消費貸借契約書」、「貸付金返済受取書」の写しをそれぞれ受領した。 

（１５）令和６年４月３０日、審査請求人は本件審査請求を行った。 

 

３ 判断 

（１）法第６３条の解釈と運用について 
法第６３条は、急迫の場合等において、資力があるにもかかわらず保護を

受けた被保護者に対して、その受けた保護金品に相当する金額の全額の返還

を一律に義務付けるのではなく、その金額の範囲内において保護の実施機関

の定める額の返還を義務付けるにとどまるものである。 
これは、全額を一律に返還させたのでは、最低限度の生活の保障の趣旨に

実質的に反するおそれや、その自立を阻害することとなるおそれがあること

から、金額の決定を保護の実施機関の合理的な裁量に委ねたものと解される。 
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したがって、保護の実施機関は、法第６３条に基づく返還金額の決定を行

うに際し、同条の趣旨に従い、被保護者の資産や収入の状況、受けた保護金

品の使用の状況、その生活実態、当該地域の実情等の諸事情を調査して、こ

れらを踏まえ、返還決定が被保護者の最低生活及び自立にもたらす影響等を

考慮したうえで、適切に裁量を行使しなければならないのであって、誤認等

によって判断の基礎とされた事実の基礎を欠くこととなる場合や、事実に対

する評価が合理性を欠くこと等により返還金額の決定が法の目的や社会通

念に照らして著しく妥当性を欠く場合には、裁量権の範囲の逸脱又は濫用と

して当該処分は違法となるというべきである（福岡地方裁判所平成２６年３

月１１日判決(平２４（行ウ)２２号。賃金と社会保障 １６１５・１６１６号

１１２頁）及び東京地方裁判所平成２９年２月１日判決（平２７（行ウ）６

２５号。賃金と社会保障１６８０号３３頁参照）。 
（２）本件についてみると、処分庁は、審査請求人が令和元年１２月分から令和

６年１月分までの障害基礎年金３，２６２，９３１円（本件収入）を、令和

６年２月１５日に遡及受給したことから、本件収入から障害年金の裁定請

求に係る診断書料２２，０００円を控除した３，２４０，９３１円について、

法第６３条に基づき費用の返還を求める本件処分１を行うとともに、同額

を法第７７条の２に基づき徴収金の対象とする本件処分２を行ったことが

認められる。 
（３）本件処分１について 
  ア 要返還額の決定について 
    次官通知第８の３（２）アのとおり、年金は収入を得るために必要な経

費を除き、その実際の受給額を収入として認定することとされている。ま

た、平成２４年課長通知１（１）のとおり、法第６３条に基づく費用返還

については、原則、全額を返還対象とすることとされている。さらに、問

答集問１３－６答（１）のとおり、障害基礎年金等が遡及して支給される

こととなった場合、年金受給権が生じた日から法第６３条の返還額決定

の対象となる資力が発生したものとして取り扱うこととなるとされてい

る。 
以下検討すると、①令和元年１１月、審査請求人は、障害基礎年金の受

給権を取得し、令和６年２月１５日、本件収入３，２６２，９３１円を遡

及受給したこと、② 令和５年９月８日、代理人が障害年金の裁定請求に

係る必要書類の説明及び交付を国民年金係から受けた際、処分庁は、代理

人に対し、障害年金の遡及受給が可能となった場合は法第６３条に基づ

く費用返還の対象となることを説明したこと、③令和５年９月１９日、審

査請求人は障害基礎年金の裁定請求に必要な診断書料として、合計２２，

０００円をＡ病院に支払ったこと、④処分庁は、前記③の診断書料２２，
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０００円を必要経費と認定し、本件収入額から必要経費を控除した３，２

４０，９３１円を本件処分１における収入認定額と決定したこと、⑤処分

庁は審査請求人に対し、令和元年１１月から令和６年２月までに支弁し

た保護費３，８４４，９０８円と収入認定額３，２４０，９３１円を比較

し、本件処分１における要返還額を３，２４０，９３１円と決定したこと

が認められる。 
これらの事実を踏まえると、審査請求人は本件収入の受給権を令和元 

年１１月に取得していることから、問答集問１３－６答（１）に照らし、

審査請求人の本件収入にかかる資力の発生時点は同年同月であることが

認められる。 
また、診断書料について本件収入を得るための必要経費と認定し、本件

収入から控除した処分庁の判断は、次官通知第８の３（２）ア（イ）に照

らし不合理な点はない。 
さらに、処分庁が、本件収入の資力発生時点以降に処分庁が支弁した保

護費と収入認定額を比較し、前者が後者を上回っていることから、本件処

分１において収入認定額である３，２４０，９３１円を要返還額と決定し

たことは、平成２４年課長通知１（１）が原則全額を返還対象とするとし

ていることに照らし、著しく妥当性を欠くとはいえず、その判断に違法又

は不当な点は認められない。 
  イ 返還請求額の決定について 
    審査請求人は、本件収入を原資として保護開始前の借入金の一部を返

済したため、手元に現金はなく、当該返済金が自立更生費として認定され

ないことに納得できない旨主張する。 
この点については、平成２４年課長通知１（２）のとおり、遡及して受

給した年金収入にかかる自立更生費等の取扱いにあたっては、保護の実

施機関は、被保護世帯が年金の裁定請求を行うに当たり遡及して年金を

受給した場合は、①資力の発生時点によっては法第６３条に基づく費用

返還の必要が生じること、②当該費用返還額は原則として全額となるこ

と、③真にやむを得ない理由により控除を認める場合があるが、事前に保

護の実施機関に相談することが必要であり、事後の相談は、傷病や疾病な

どの健康上の理由や災害など本人の責めによらないやむを得ない事由が

ない限り認められないことを説明することとされている。 
また、原則として遡及受給した年金収入は全額返還対象となる趣旨を

踏まえ、当該世帯から事前に相談のあった、真にやむを得ない理由により

控除する費用については、保護の実施機関として慎重に必要性を検討す

ることとされている。 
さらに、問答集問８－９５答のとおり、過去の債務を返還額から控除す



14 
 

ることについては、保護を受ける以前における個々人によって異なる程

度によって営まれてきた生活を法によって保障することとなり、保護を

要する状態に立ち至ったときから将来に向かってその最低限度の生活の

維持を保障せんとする法の目的から逸脱することになるため、認められ

ないとされている。 
以下検討すると、①平成２９年２月１０日、審査請求人はＢ氏から３，

５００，０００円を借り受ける旨の金銭消費貸借契約を締結したこと、②

令和５年９月８日、代理人が障害年金の裁定請求に係る必要書類の説明

及び交付を国民年金係から受けた際、処分庁は、代理人に対し、障害年金

の遡及受給が可能となった場合は法第６３条に基づく費用返還の対象と

なることを説明したこと、③令和５年１１月３０日、処分庁は、審査請求

人に対し、年金を遡及受給した場合はそれまでに支弁した保護費を上限

として原則全額返還対象となることを説明したこと、④令和６年２月１

５日、審査請求人は本件収入を遡及受給し、そのうち３，１３０，４３１

円を前記①の金銭消費貸借契約による借入金の一部弁済として同日、Ｂ

氏に支払ったこと、⑤同年３月４日、処分庁は、代理人から本件収入を審

査請求人の保護開始前の借金の返済に充てたことを聞き取ったこと、⑥

同月２１日、処分庁はケース診断会議を開催し、前記⑤の申出を受け、遡

及年金を保護開始前の借入金の返済に充てているため自立更生費は認め

られないと決定したこと、⑦同年４月１日、処分庁は、要返還額全額を返

還請求額とする本件処分１を行ったことが認められる。 
これらのことからすると、審査請求人は、本件収入を受領した日に本件

収入のほとんどを保護開始前の借入金の返済に充てたことが認められる

ことから、平成２４年課長通知１（２）の「真にやむを得ない理由」につ

いて、問答集問８－９５答の趣旨を参酌すれば、処分庁の判断及び手続に

は一定の合理性があり、著しく妥当性を欠くものとはいえないから、審査

請求人が受領した本件収入のうち、保護開始前の借金の返済に充てた額

を要返還額から控除しないこととした本件処分に誤りがあるとは認めら

れず、審査請求人の主張は採用できない。 
（４）本件処分２について 

施行規則第２２条の３のとおり、保護の実施機関の責めに帰すべき事由 

によって、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付が

行われたために、被保護者が資力を有することとなったときは、法第７７条

の２第１項に基づき徴収することは適当でないとされている。この「実施機

関の責めに帰すべき事由」とは、手引Ⅳ３のとおり、被保護者から適時に収

入申告書等が提出されていたにもかかわらずこれを保護費の算定に適時に

反映できなかった場合、保護の実施機関が実施要領等に定められた調査を適
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切に行わなかったことにより保護の程度の決定を誤った場合等であるとさ

れている。 
これを本件について検討すると、①令和５年１１月３０日、処分庁は審査

請求人に対し、障害基礎年金の裁定通知が届けば速やかに処分庁へ報告する

よう伝えたこと、②令和６年３月４日、処分庁は、本件収入の受給について

審査請求人及び代理人に電話で確認をとり、必要書類を提示し、経過をケー

スワーカーに説明するよう伝えたこと、③処分庁は同年４月１日付けで返還

金を法第７７条の２に基づく徴収金と決定する本件処分２を行ったことが

認められる。 
これらのことからすると、処分庁は審査請求人に対し、本件収入の受給の

事実を証する書類の提示を促したうえで、受給の事実を捕捉した月の翌月に

本件処分２を行ったことが認められ、本件収入について保護費の算定に適時

に反映したものといえる。また、本件処分２において、処分庁が調査を適切

に行わなかったことにより保護の程度の決定を誤った事情は本件事件記録

からは認められない。したがって、本件処分２に至る状況を考慮すれば、施

行規則第２２条の３及び手引Ⅳ３に照らし、「法第７７条の２第１項の徴収

することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるとき」に該当する事

実は認められず、本件処分２において法第７７条の２第１項を適用した処分

庁の判断及び手続に不合理な点は認められない。 
（５）以上を踏まえると、処分庁が行った本件各処分に違法又は不当な点は認め

られず、本件審査請求には理由がないことから、行政不服審査法第４５条第

２項の規定により、棄却されるべきである。 
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